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１）計画の位置付け 

  本計画は、「第３次大仙市雪対策総合計画」で示した「冬期間の円滑な道路交通の

確保」および「雪に強く住みよいまちづくり」の推進に向けて中長期的な目標を掲

げ、道路除雪事業を効果的に推進するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）計画の基本方針 

  本計画の基本方針は、上位計画である「第３次大仙市雪対策総合計画」で定めら

れている基本方針に従い、その基本方針のもとに設定されている各目標を達成する

ための施策を推進していくこととします。 

  基本方針１  冬期間の円滑な道路交通の確保 

  【目標１－１】 安定的な除排雪体制の確立 

  【目標１－２】 安全な道路空間の確保 

  【目標１－３】 安全な交通環境の確保 

 基本方針２  雪に強く住みよいまちづくりの推進 

   【目標２－１】 雪に強い住環境づくりの推進 

  ※ 本計画では、大仙市雪対策総合計画の「基本方針３」を「基本方針２」に再付番します。 

 

３）計画の期間 

 本計画の期間は、令和７年度から令和１１年度までの５年間とします。 

 ※ 本計画の内容については適宜更新します。 

１．計画の基本的事項 

第２次大仙市総合計画 基本構想（平成28～令和7年度）

「3-3　雪対策の強化」について具体化

第３次大仙市雪対策総合計画（令和6～11年度）

基本方針１「冬期間の円滑な道路交通の確保」の推進
基本方針３「雪に強く住みよいまちづくり」の推進

大仙市道路除雪基本計画（令和7～11年度）
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 基本方針１  冬期間の円滑な道路交通の確保 

【目標１－１】安定的な除排雪体制の確立 

安定的な除排雪体制の確立を図るためには、除雪オペレーターの人数が十分であ

ること、および除雪機械が適正な状態で確保されていることが必要です。しかし近

年では、除雪オペレーターの担い手となる建設業だけでなく全ての業種において担

い手不足の問題が表れつつあることや、除雪機械の整備についても限られた財源の

中で整備・更新をしていかなければならない状況であることから、これらの問題に

対する施策を実施していくと同時に、既存の除雪路線を取捨選択し見直しを図るこ

とや実作業の効率を上げていくことも必要です。 

このような状況を踏まえた上で、本計画では次の３項目について取り組みを実施

していきます。 

 

  １）除雪オペレーターの安定確保 

  ２）除雪機械の定期的な更新 

  ３）道路除排雪業務委託内容の見直し 

 

１）除雪オペレーターの安定確保 

 除雪オペレーターについては、少子高齢化の影響により新たな担い手が減少してい

ることや、働き方改革により除雪作業への従事時間が限られてくることなどの影響が

ある一方で、除雪機械の操作や路線の把握には高い技術と経験が必要となるため、継

続・安定したオペレーターの確保が重要となります。 

除雪作業は深夜の作業で重労働でありますが、冬期の市民生活の根幹を守る重要な

仕事であることを発信すると共に、資格取得や育成に必要な支援など、オペレーター

の安定確保に資する対策を検討します。 

 

２）除雪機械の安定的な更新 

 除雪機械の更新については、前計画において令和１２年度までの更新計画を策定し

ていましたが、令和７年度はこの更新計画の中間年度として計画内容を見直すことと

します。 

現在、道路除雪に使用している市所有機械は１１７台（令和７年１２月現在）であ

り、このうち基本的な更新時期（導入後１５年）を超過している機械は、５７台（４

８．７％）となっています。前計画策定時の６５％と比較して１５年超の機械割合は

１６．３％低下しているものの、依然として半数近くが１５年を超えているため、令

和８年度以降も年５台の更新を目標とし、除雪能力の回復や修繕にかかる費用の軽

２．実施施策 
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減、修理日数の縮減を図っていきます。 

 機械の更新にあたっては交付金事業を有効活用しながら、「除雪ドーザ（１１t級以

上）」、「ロータリ除雪車」および「除雪グレーダ」等の大型機械を優先的に更新してい

きます。また、県からの減額譲渡機械の積極的な導入により保有機械の全体的な若返

りを図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）道路除雪業務委託内容の見直し 

  道路除排雪業務は、令和元年度から市内全地域で共同企業体（ＪＶ）による施工

方式に移行しています。ＪＶ化は令和５年度までの試行期間を経て、令和６年度か

ら本施行しています。ＪＶ化により機械配置の効率化や作業時間の短縮が図られて

おり、ＪＶ施工は今後も継続していく方針です。令和７年度以降はＪＶ化に加え

て、次の取り組みを推進します。 

 

（１）除雪路線の集約と組替え 

  除雪路線の集約については、交通利便性の低下を招かないよう配慮しつつ、既存

の除雪路線の集約を図ります。 

  吹き溜まりの頻発する路線や、交通量の少ない路線で、当該路線を冬期間閉鎖し

ても代替路線が存在することで交通に大きな支障をきたさない路線を選定し、除雪

路線の集約を図ります。集約した路線に除雪能力を集中することで、１路線あたり

の除雪の質を上げ、円滑な道路交通を確保していきます。 

  冬期間閉鎖する路線の選定にあたっては、地域住民の意見を聴取し、必要性を適

切に判断していきます。 

  また、除雪路線の組替えについては、既存工区の枠を超えた積極的な除雪路線の

組替えや機械配置の変更により、回送時間の短縮を図るなど効率化を進めていきま

す。 

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

 １１７  １１７  １１７  １１７  １１７  １１７  １１７  １１７  １１７  １１７

１５年未満  ４１  ４６  ５１  ５６  ６０  ６３  ６７  ７０  ７２  ７３

１５年超  ７６  ７１  ６６  ６１  ５７  ５４  ５０  ４７  ４５  ４４

１５年超の割合 ６５．０％ ６０．７％ ５６．４％ ５２．１％ ４８．７％ ４６．２％ ４２．７％ ４０．２％ ３８．５％ ３７．６％

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

 １１８  １１９  １１７  １２１  １２０  １１８  １１８  １１８  １１８  １１８

１５年未満  ４７  ４８  ５０  ５５  ５６  ５８  ６１  ６４  ６７  ７０

１５年超  ７１  ７１  ６７  ６６  ６４  ６０  ５７  ５４  ５１  ４８

１５年超の割合 ６０．２％ ５９．７％ ５７．３％ ５４．５％ ５３．３％ ５０．８％ ４８．３％ ４５．８％ ４３．２％ ４０．８％

交付金  １０  ２  ３  ３  ３  ３

県譲渡機械  ２  ０  １  ２  ０  ０

計  １２  ２  ４  ５  ３  ３

前計画における更新計画
（毎年５台更新時の１５年超過除雪機械台数）

保有台数

令和２年度～令和７年度までの実績と
令和８年度～令和１１年度までの更新計画

保有台数

更
新
機
械

 ５  ５  ５

実　績 更新計画

 ５
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（２）契約の複数年化の検討 

   現在、単年度契約となっている道路除排雪業務委託契約について、令和１０年度 

 以降の複数年契約化を目指します。事務負担の軽減や、受注者が計画的な設備投資 

や人材確保の見通しを立てやすくなり、経営安定化を図れるよう、手法を検討しま 

す。 

 

 

【目標１－２】安全な道路空間の確保 

１）雪捨て場の利用に関する情報提供 

 雪捨て場の利用に関する情報については、開設状況や利用に関する注意事項を市の

ホームページを通じて提供しています。これまでは、ホームページへの掲載が主な方

法でしたが、近年はＳＮＳやインフォメーションパネルなど情報発信の方法が多様化

していることから、これらを活用した積極的な情報発信をすることで、市民の利便性

向上を図ります。 

 情報発信の際には、各地域の雪捨て場の利用ルールを明記し、地域事情に合わせた

利用方法の周知徹底に努めます。 

 

 

【目標１－３】安全な交通環境の確保 

１）市民参加型の道路情報収集と対応 

 冬期間は、除排雪作業による道路構造物の破損や、凍結融解による舗装の損傷のほ

か、堆雪による交差点部の見通しの悪化等が発生します。これらを市民が把握した

際、従来は電話やホームページ問い合わせ機能から情報提供を受けていましたが、令

和３年度より大仙市公式ＳＮＳによる道路異常通報機能の運用を開始しています。従

来の方法に加えて、広く利用されているＳＮＳを活用することにより、手軽に通報す

ることができ、市側は早期に対応ができることから、今後も情報収集方法を多角的に

運用することにより迅速な対応に努めていきます。 

 具体的な対応方法として、これらの方法により得られた情報や要望に対しては、簡

易補修合材による舗装補修や、交差点部に積み上げられた雪壁を除去する専門班を編

成して作業にあたるなどして迅速に対応します。 
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 基本方針２  雪に強く住みよいまちづくりの推進 

【目標２－１】雪に強い住環境づくりの推進 

 市道の除排雪は、除雪機械による作業を基本としていますが、沿線に住宅が張り付

いた狭あいな道路や、新興住宅地内の道路は堆雪場所を確保しづらく、機械除雪が困

難であることから、散水等による消融雪施設の整備を合わせて推進しています。 

 本市の既存消融雪施設は、市が直接維持管理している施設（直営施設）、複数の受益

者により構成する組合等が設置し維持管理している施設（組合施設）、施設の設置を国

県市が行い、管理協定により維持管理を組合が行っている施設（協定施設）があり、

管理の在り方が混在しています。このため、道路種別や道路の利用状況により、市が

直営管理すべき施設と受益者（組合）が管理すべき施設の区分を明確にし、市が直営

管理している施設のうち、組合に移管できる施設については点検・整備を実施の上、

順次組合に移管していくものとします。 

 この方針の元、目標を達成するために次の取り組みを推進します。 

 

１）消融雪施設の新設や維持、更新に対する補助 

 生活道路における消融雪施設の新設又は老朽化した施設の更新は、大仙市消融雪施

設整備事業補助金を活用して、受益者２人以上で構成する受益者団体又は都市計画法

に基づく開発行為により住宅整備を行う業者が行うものとします。この場合、水源調

査を行うものとし、近隣施設に悪影響を及ぼさないよう注意を払うものとします。 

 

２）市直営消融雪施設の更新 

 市直営施設の消融雪施設は散水消雪施設、無散水消雪施設、流雪溝を合わせ、市内

に５５箇所あります。この内、散水または無散水による消雪施設は３９箇所あり、設

置から２０年以上経過している施設が１５箇所、３８．５％を占めます。布設されて

いる鋼管や揚水ポンプの耐用年数は１５～２０年とされており、耐用年数を超過した

施設は、腐食による漏水や目詰まり等による揚水量の低下が見られることから、正常

な性能を確保するためには適正な維持管理と共に計画的な更新が必要となります。消

融雪施設の更新には膨大な費用がかかるため、施設毎に更新の優先度を定め計画的な

更新を進めていきます。また、施設更新にあたっては、組合移管の可否についても検

討していくこととします。 

 

 

 

 

 

  

（単位：箇所）

20年以上 20年未満 不明

散水(消雪パイプ) 28 10 14 4 28

無散水 11 5 6 0 11

合計 39 15 20 4 39

比率 38.5% 51.3% 10.2% 100.0%

施設種別 件数
設置経過年数

合計
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１）除雪出動基準（通常期） 

 本市における除雪出動基準は、次のとおりとします。 

（１）除雪実施期間  原則、１１月１日～翌年３月３１日まで（単一年度における

実施期間） 

（２）除雪作業時間  原則、午前２時～７時３０分 

（３）通常時の出動基準【表１】 

区  分 出 動 基 準 出動の指示 

車道除雪 

（新雪除雪） 

 降雪量が道路種別ごとの出動基準量（表

２）以上になると予想される場合に出動す

る。 

除雪自動通報システム(※１) 

又は 

除雪担当職員の指示(※２) 

歩道除雪 

 降雪で歩行に支障がある場合、又は車道

除雪との関連で必要と判断される場合に出

動する。 

除雪自動通報システム(※１) 

又は 

除雪担当職員の指示(※２) 

路面整正 

 わだちの発生により、通行に支障がある

場合又は支障になると予想される場合に出

動する。 

除雪担当職員の指示(※２) 

拡幅除雪 

 路肩への堆雪により、通行に支障がある

場合又は支障になると予想される場合に出

動する。 

除雪担当職員の指示(※２) 

吹きだまり 

除去 

風雪等により吹きだまりが発生する恐れ

のある場合に出動する。 
除雪担当職員の指示(※２) 

凍結抑制剤 

散布 

 路面凍結により、通行に支障がある場合

又は支障になると予想される場合に出動す

る。 

除雪担当職員の指示(※２) 

運搬排雪 

 家屋密集地などで、路肩への堆雪で幅員

減少や視界障害などの交通障害が発生した

場合又は発生すると予想される場合に出動

する。 

除雪担当職員の指示(※２) 

※１ 除雪自動通報システム（降雪センサー）の稼働期間は、原則、１２月１５日から翌年

２月末日までとする。（１２月１５日が土・日・祝日にあたる場合は、その日前の平

日から稼働する。） 

※２ 気象状況（降雪予報、初冬期及び融雪期の降雨や気温上昇の予報等）や、路面状況等

を考慮して、出動の有無を判断する。 

※３ 除排雪の作業方法等については、後述の除雪作業要領によるほか、除排雪業務委託契

約時の仕様書によるものとする。 

３．除雪出動 
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（４）道路種別ごとの出動基準降雪量【表２】 

道路 

種別 
区 分 説  明 

出動基準 

降雪量 

幹線 

道路 

(第 1・2

種 

路線) 

主要幹線道路 

（第 1 種路線） 

地域間(旧市町村間)を連絡する道路又はこれ

に準じる重要な道路 

◇計画交通量 1,500 台／日以上 

(通常期) 

10cm  

(降雪初期・融

雪期) 

10～15cm 

幹線道路 

住区内幹線道路 

（第２種路線） 

地域内(旧市町村)を起終点とし、主要な集落

間又は住区内を連絡する道路 

◇１，２級幹線道路 

◇計画交通量 500 台／日以上 

生活 

道路 

(第 3 種路

線） 

集落間道路 

住区内道路 

地域内(旧市町村)の集落間を連絡する道路又

は市街地内の住区道路 

◇集落の戸数が２５戸以上又は道路沿線の戸

数が概ね１０戸以上 
(通常期) 

10cm  

(降雪初期・融

雪期) 

10～20cm 

集落内道路 

道路沿線の主に特定の方のみが利用する道路 

◇延長５００ｍ以下 

◇幅員４．０ｍ以下 

◇道路沿線の戸数が概ね１０戸以下 

小集落道路 

個人の住宅への進入路 

◇延長２００ｍ以下 

◇幅員４．０ｍ以下 

◇道路を利用する民家の戸数が３戸以下 

 

（道路種別のイメージ図） 

  

国
又
は
県
道

主要幹線道路

幹線道路 住区内幹線道路

街区公園街区

公園

教育施設

近隣公園

Ａ 集 落

Ｂ 集 落

集落間道路
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（５）除雪自動通報システムの運用 

表１に記載している新雪出動の判断は、降雪センサーを用いた「除雪自動通報シス

テム」により行います。各地域（合併前の旧市町村単位）に降雪センサーを設置する

ことを基本とし、一つの地域内において降雪傾向が異なる区域がある場合は降雪セン

サーを複数台設置し、降雪状況に合わせた出動判断を行います。 

除雪自動通報システムによる新雪出動の判断は、原則として１２月１５日から２月

末日の期間において行うこととします（その前後の期間（初冬期および融雪期）は、

降雨や気温上昇などの気象状況や、路面状況を考慮する必要があることから、これら

の状況を総合的に確認した上で出動の判断をします）。 

 また、地域内で偏った降雪への対応として、隣接する他地域の降雪センサーの稼働

状況も参考にした、複数のセンサーの組み合わせによる出動判断を検討します。 

 

【除雪自動通報システム（降雪センサー）の設置数】          （単位：台）          

中央地域 東部地域 西部地域 
合 計 

大曲 神岡 南外 仙北 中仙 太田 西仙北 協和 

3 1 2 2 3 2 3 5 21 

 

【降雪センサー位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※センサー設置数、設置位置は令和７年１２月時点のもの 

 設置数や設置位置は変更する場合があります 

 

降雪センサー

大仙市の本庁・支所

凡　　例

協和支所

本庁

神岡支所

仙北支所

中仙支所

太田支所

西仙北支所

南外支所

秋田自動車道

R46

大曲IC

西仙北SA

R13 R105

太1

太2

中１
中2

中３

仙1

仙２
大１

大２

大３

神

西１

西２

西３

協１

協２

協３

協４

協５

南１

南２
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２）雪害発生時の体制（非常時） 

（１）道路交通網を確保するための路線優先度 

 近年、短時間に集中的な降雪が発生する頻度が増えていることを受け、国道を管轄

する国や、高速道路を管轄する東日本高速道路(株)（NEXCO東日本）は、大雪時の道

路交通確保に対する考え方を転換しています。 

 これまでは「道路をできるだけ通行止めにしないこと」や「道路ネットワーク機能

への影響を最小化すること」を優先方針としていましたが、現在は人命を最優先に道

路上での大規模な車両滞留を回避するために「予防的通行止め」を事前に実施する方

針となっています。 

 市の道路除雪においては、市道が「市民生活の根幹となる道路交通網」であること

から極力通行止めとしないことを前提としながらも、災害級の降雪となった場合には

人命を最優先とし、関係機関との綿密な連携の上、必要に応じて予防的通行止めを実

施し、集中的な除雪作業を実施します。その際は、外出の自粛を呼びかけるなど事故

防止を徹底するとともに、次に示す路線の重要度に合わせた優先順に除雪作業を実施

することとします。 

 

【路線の重要度に合わせた優先順位】 

優先順位 路線 作業内容 目標時間等 

優先１ 緊急輸送路、緊急輸送路へのア

クセス道路、主要幹線道路、バ

ス路線 

２車線以上の幅員確保を基本

とした交通を確保する。 

除雪開始後

６時間以内 

優先２ 優先１以外の幹線道路 ２車線幅員の確保を基本とす

るが、状況により１車線幅員

で待避所を設ける。 

優先１路線

完了後順次 

優先３ 平常降雪時において除雪可能な

生活道路 

１車線幅員を確保し、必要な

待避所を設けることを基本と

する。 

優先２路線

完了後順次 

 

（２）地域間連携による応援除雪 

 一地域の除雪能力を超える降雪があった場合は、隣接する地域からの応援除雪を求

めるなど地域の枠組みにとらわれず、相互に協力して道路交通網の確保を図るものと

します。地域の枠組みを超えた対応については、道路河川課および該当地域を所管す

る建設水道事務所が連携して調整します。 

 

（３）災害対策本部等が設置された際の対応 

積雪量に応じて市の災害対策本部等が設置され、全庁的な警戒態勢に入った場合

は、随時対応可能な体制を確保します。 

 Ⅰ. 雪害警戒対策室（積雪深１．２ｍ以上）  

 Ⅱ. 雪害警戒対策部（積雪深１．４ｍ以上） 

 Ⅲ．豪雪対策本部（積雪深１．５ｍ以上） 
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１）除雪シーズン前の準備 

（１）警察との協力体制の確立 

  地域を所管する警察とは除排雪作業全般にわたり、必要な協議を十分に行いま

す。道路除雪の実施に当たっては緊密な連携をとり、路上放置物件や路上駐車の取

り締まり、除雪機械の運行に対する交通整理、情報収集等の協力をお願いするもの

とします。 

 

（２）地域住民への周知・協力依頼 

  地域住民に対しては、道路除雪により間口等に雪が残ることに対して理解を求め

るほか、敷地内の雪を道路に出さないこと、作業中の除雪車には絶対に近づかない

こと等の事故防止のための順守事項の周知と、スムーズな除排雪のためのマナーや

ルールの啓発を行います。除雪シーズン前の広報による周知のほか、シーズン中に

おいても市の公式ＳＮＳ等を活用した情報発信を実施し、地域住民の理解を得なが

ら除雪を通じて地域との連携を図り、協力体制の構築に努めます。 

 

（３）除雪機械の整備 

 ① 除排雪業務の受注者へ貸与する市所有機械は、市が降雪期前に十分な点検整備を

実施します。 

 ② 受注者が所有する機械は、市が降雪期前に動員可能な機械を把握し、必要に応じ

てリース機械の導入や予備機械について検討します。 

 ③ 受注者は、使用機械の日常点検および整備を実施し、万全の除雪体制の構築に努

めます。 

 

（４）道路状況の確認と不具合箇所の補修 

 ① 橋りょうと道路の接合部やマンホールまわりなどの段差箇所を降雪前の道路パト

ロールにより点検し、すり付け補修や欠損箇所の補修作業を事前に実施します。 

 ② 路肩部やガードレールなどの道路構造物へスノーポールを設置し、除雪作業時の

目印や風雪時の一般車両の走行目標とします。 

 

（５）安全管理 

 ① 除雪作業は、冬期の特殊な状況のもとで、交通開放中の道路において行われるた

め作業環境は極めて悪いことから、オペレーターや作業員等除雪作業に従事する

者は自らが安全に作業することはもちろん、騒音や振動により市民の生活を極力

害さないことや、公衆の生命・身体・財産へ危害を及ぼさないよう十分に注意し

ます。 

４．除雪作業要領 
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 ② 除雪作業に従事するものは、道路状況を把握し、道路構造物等を損傷しないよう

心がけると共に交通安全と事故防止に努めます。 

 ③ 除雪路線の工事箇所については、工事担当者との協議を密にし、事故防止を図り

ます。 

 

 

２）除雪作業 

（１）道路パトロールの実施・強化 

  降雪前後において随時道路パトロールを実施し、除雪出動時期を適切に判断する

とともに道路状況を確認します。道路状況の確認においては、堆雪状況や舗装の損

傷箇所等を把握し、必要に応じて排雪作業や損傷箇所の補修を実施します。 

 

（２）初期除雪の完全実施 

  道路パトロールや除雪自動通報システムにより迅速な初動体制を整え、初期除雪

（降雪があった際、圧雪前に実施される除雪）を完全に実施します。特に早朝除雪

については、原則として午前２時から出動し、通勤・通学の交通量が増える午前７

時３０分までに除雪作業を完了します。 

 

（３）重要路線の確保 

  幹線道路、バス路線および通学路など市民生活に密着した重要路線へ優先的に除

排雪を実施します。 

 

（４）歩道除雪の強化 

  通学路を優先し、消融雪施設を有効活用しながら冬期間の歩行者空間を確保しま

す。 

 

（５）危険箇所の除雪強化 

  交差点、急カーブ、急な坂道、踏切および橋りょうなど凍結により事故が多発す

る恐れのある箇所は、きめ細かな除雪と凍結抑制剤の散布により危険要因を取り除

き、事故防止を図ります。 
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３）凍結抑制剤散布作業 

 凍結抑制剤の散布にあたっては、次に示す基準により作業を行います。 

 

（１）散布対象区間 

  Ⅰ 特に凍結抑制剤の散布が必要な区間 

ア 橋梁部 

イ 交差点や横断歩道付近 

ウ 局部的に日陰となる区間 

エ 曲線半径が小さい、または見通しの悪いカーブ区間 

オ トンネルの出入口付近 

Ⅱ 一般に凍結防止剤の散布が必要な区間 

ア 急勾配及び長い勾配区間 

イ 堆雪により融雪水が凍結する区間 

Ⅲ 交通状況や地域条件によって凍結防止剤の散布を考慮する区間 

ア 幅員が狭隘となる区間 

イ 風の強い区間 

ウ 消融雪施設の設置区間前後 

エ バス停留所付近 

オ 沿道からの出入口の多い市街地 

カ 工事規制区間 

キ 路面の凹凸区間やわだち掘れ区間 

 

（２）出動基準 

路面の凍結により通行に支障がある場合、または支障になると予想される場合に 

出動します。 

 

（３）基準散布量 

15～20g/m2程度 

  



 

- 14 - 

 

 

 

 

大仙市除雪体制連絡系統図

大仙市長

建設部長

西仙北・協和
建設水道事務所

協和地域降積雪
観測地点

道路河川課
中仙・太田

建設水道事務所

太田地域降積雪
観測地点

国土交通省

東北地方整備局

秋田河川国道事務所

角館国道維持出張所

西仙北地域降積雪
観測地点

神岡地域降積雪
観測地点

南外地域降積雪
観測地点

仙北地域降積雪
観測地点

中仙地域降積雪
観測地点

国土交通省

東北地方整備局

秋田河川国道事務所

秋田国道維持出張所

大仙警察署

(交通規制係)

国土交通省

東北地方整備局

湯沢河川国道事務所

大曲国道維持出張所

仙北支所
農林建設課

中仙支所
農林建設課

大曲地域降積雪
観測地点

神岡支所
農林建設課

大曲除雪
ステーション

西仙北支所
農林建設課

南外支所
農林建設課

大曲仙北広域

市町村圏組合

（消防本部通信指令課）

秋田県

仙北地域振興局

(保全・環境課)
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- 16 - 

 

 

 

資 料 編 
（令和 7 年 12 月時点） 



合計 車道部 歩道部 箇所数 延長 箇所数 延長

大　曲 630,094 423,418 353,857 69,561 310 45,924 13 5,911 48 18,525

神　岡 294,369 88,802 84,398 4,404 8 2,234 2 380 8 4,726

西仙北 466,587 218,882 209,188 9,694 4 653 0 0 3 3,239

中　仙 425,506 342,678 329,539 13,139 2 238 0 0 3 1,796

協　和 435,677 196,032 192,537 3,495 0 0 1 80 3 3,379

南　外 181,088 115,376 113,690 1,686 0 0 0 0 4 5,138

仙　北 264,543 176,644 171,021 5,623 4 659 0 0 7 4,877

太　田 435,314 215,756 204,461 11,295 3 766 0 0 8 6,234

計 3,133,178 1,777,588 1,658,691 118,897 331 50,474 16 6,371 84 47,914

合　計 車道部 歩道部

大　曲 423,618 200 200 0

神　岡 88,802 0 0 0

西仙北 221,129 2,247 2,247 0

中　仙 343,378 700 500 200

協　和 221,102 25,070

14,170

10,900

南　外 129,376 14,000 14,000 0

仙　北 176,644 0 0 0

太　田 215,756 0 0 0

計 1,819,805 42,217 31,117 11,100

除 雪 計 画 路 線 総 括 表
（単位：ｍ）

地　域
道路延長

（実延長）

機械除雪延長
消融雪施設 流雪溝施設

車道部 歩道部
箇所数 延長

県管理道路・秋田市道分含む除雪計画路線総括表
（単位：ｍ）

地　域 除雪総延長
大仙市道以外機械除雪延長

（県管理道路分・秋田市道分）
大仙市道機械除雪延長

合　計 車道部 歩道部

423,418 353,857 69,561

88,802 84,398 4,404

218,882 209,188 9,694

342,678 329,539 13,139

196,032 192,537 3,495

115,376 113,690 1,686

1,777,588 1,658,691 118,897

176,644 171,021 5,623

215,756 204,461 11,295

内秋田市道

(3,370)

Ｒ７
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番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

延長

車道 歩道 車道 歩道 車道 歩道 車道 車道 歩道

1 6 11,862 414 9 12,573 70 22,767 6 6,204 91 53,406 414

2 9 11,654 1 2,572 28 6,680 1 60 39 20,966

3 3 2,787 2 1,500 1,400 73 11,009 1,368 8 427 86 12,936 5,555

4 2 180 35 6,971 6 500 43 7,651

5 1 550 39 7,970 6 920 46 9,440

6 4 4,437 2 1,699 75 16,539 7 864 88 23,539

7 1 358 59 9,735 4 300 64 10,393

8 33 6,543 33 6,543

9 2 474 1 275 126 20,556 5 363 134 21,668

10 4 10,230 3,942 8 11,992 458 53 22,301 2,128 65 44,523 6,528

11 2 1,653 32 8,138 34 9,791

12 4 5,227 1 300 71 20,020 7 718 83 26,265

13 5 10,378 5 4,317 66 22,192 6 890 82 37,777

14 2 2,330 1 963 12 3,384 2 130 17 6,807

15 1 770 2 2,660 19 5,009 2 242 24 8,681

16 3 7,411 2 2,746 22 4,022 2 291 29 14,470

17 40 12,295 38,775 19 5,979 6,462 41 9,117 11,827 14 11,610 114 39,001 57,064

85 78,721 45,918 57 48,664 8,320 854 202,953 15,323 76 23,519 1,072 353,857 69,561

手 塚 興 業

直 営

合　　　　計

県南開発工業

丸 橋 産 業

ケ ー ツ ー

加 藤 産 業

政 建

石 川 組

仙 北 建 設

三 浦 建 設

ム ト ウ

大曲産業機械

佐 藤 工 業 所

加 賀 谷 組

藤 嶋 建 設

丸 茂 組

石 川 興 業

路
線
数

延長延長 路
線
数

延長 路
線
数

延長 路
線
数

単位：ｍ

番
号

委託業者名

１級 ２級 その他 路線外 合　　計

路
線
数

　ロータリ（HTR252） 250PS 幅2.6ｍ 日本除雪機 H25(H9登録) 秋田99ま5286

委　託　業　者　別　除　雪　計　画　路　線　延　長　調　書

秋田00ま6024

　ロータリ（HTR263） 300PS 日本除雪機 R4(H17登録) 秋田900る370

県
払下

　グレーダ（SD-G020A） 幅4.0ｍ コマツ R5(H18登録) 秋田000る1469

  グレーダ（Ｇ70） 幅4.0ｍ コマツ H24(H9登録)

秋田99ま4166

　ホイールBH 0.45ｍ3 コベルコ H16 秋田000る1068

単　　独

　小型ロータリ（HTR82） 80PS 歩道用 幅1.5ｍ 日本除雪機 H12 秋田900る76

　小型ロータリ（HTR81） 80PS 歩道用 幅1.5ｍ 日本除雪機 H3

　小型ロータリ（HTR85） 73PS 歩道用 幅1.3ｍ 日本除雪機 H23 S23-1001 / 秋田900る773

　凍結剤散布車 2.5㎥ 4WD 青工 R2 S01-1002 / 秋田800は1391

　小型ロータリ 幅1.0ｍ NICHIJO R3 S03-1002 / 大仙市な5602

　小型ロータリ（HTR86） 80PS 幅1.3ｍ 日本除雪機 H29 S29-1001 / 秋田900る1253

S28-1001 / 秋田000る3640

　グレーダ（12M） 幅4.0ｍ 日本キャタピラー H29 S28-1006 / 秋田000る3789

　ロータリ（NR303） 幅2.2ｍ 新潟トランシス R6 S06-1003 / 秋田900る1859

補　　助

(雪寒登録)

　ドーザ（WA200-8Y） 11t M コマツ R2 S01-1005 / 秋田900る1464

　ドーザ（WA270-8Y） 14t M コマツ R2

　ドーザ（WA270-8Y） 14t SASS コマツ R2 S02-1002 / 秋田900る1478

　ドーザ（WDR-H74） 14t SASS 日立建機 H28

除　雪　機　械　保　有　調　書

大曲地域

分　　類 機　械　名 規　　格 会　社　名 配備年度 備　　　考

S02-1001 / 秋田800る4498
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番号

1

2

3

4 　ロータリ（HTR308A）

5

6

7 　ドーザ（WA200-5Y）

8 　ドーザ（LX-130-7）

9 　ドーザ（WA200-3E）

10 　ロータリ（THR263）

11

延長

車道 歩道 車道 歩道 車道 歩道 車道 車道 歩道

1 22 25,540 3,608 5 2,217 257 53,684 796 30 2,957 314 84,398 4,404

内訳1 14 19,728 4 2,155 99 16,426 9 783 126 39,092

内訳2 3 2,550 3,608 1 62 55 14,367 796 7 1,104 66 18,083 4,404

内訳3 1 743 33 8,661 6 390 40 9,794

内訳4 1 1,280 36 6,666 5 550 42 8,496

内訳5 3 1,239 34 7,564 3 130 40 8,933

22 25,540 3,608 5 2,217 257 53,684 796 30 2,957 314 84,398 4,404合　　　　計

小 笠 原 組

丸 茂 組

丸 保 建 設

田 中 建 設

路
線
数

路
線
数

延長

神岡地域除排雪
業務共同企業体

宮 原 組

路
線
数

延長 路
線
数

延長 路
線
数

延長

単位：ｍ

番
号

委託業者名

１級 ２級 その他 路線外 合　　計

委　託　業　者　別　除　雪　計　画　路　線　延　長　調　書

単　　独

　ドーザ（ZW180J） 13t SA TCM H21 秋田000る1945

13t SA 日立建機 H13 秋田000る531

11t SA コマツ H8 秋田00ま5711

　ドーザ（WA200-5Ｙ）

　凍結防止剤散布機 2t 1.0ｍ3 東亜リース R6(ﾚﾝﾀﾙ) 岩手100わ5378

11t M コマツ H16 秋田900る303

11t M コマツ H16 秋田000る1041

2.2ｍ級 幅2.6ｍ 日本除雪機 H16 秋田900る335

  グレーダ （12M） 幅4.0ｍ 日本キャタピラー H29 S28-1007 / 秋田000る3791

補　　助

(雪寒登録)

  ドーザ （WA200-7Y） 11t SASS コマツ H29 S28-1009 / 秋田900る1236

  ドーザ （WA200-8Y） 11t SASS コマツ R7

幅2.2ｍ NICHIJO R2 S01-1003 / 秋田900る1480

除　雪　機　械　保　有　調　書

神岡地域

分　　類 機　械　名 規　　格 会　社　名 配備年度 備　　　考

S07-1003 / 秋田000る5935
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番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

県 払下 20

延長

車道 歩道 車道 歩道 車道 歩道 車道 車道 歩道

1 18 53,793 4,140 18 34,594 1,171 397 118,481 4,383 3 2,320 436 209,188 9,694

内訳1 4 4,072 3 2,109 1,171 64 16,134 71 22,315 1,171

内訳2 2 2,247 2 2,247

内訳3 3 14,533 3,518 5 11,031 61 24,305 69 49,869 3,518

内訳4 5 10,598 5 7,880 154 44,866 1 73 165 63,417

内訳5 1 425 1 70 2 495

内訳6 2 5,162 3 2,659 5 7,821

内訳7 3 19,003 622 5 13,574 99 29,230 4,383 107 61,807 5,005

内訳8 15 1,217 15 1,217

18 53,793 4,140 18 34,594 1,171 397 118,481 4,383 3 2,320 436 209,188 9,694

SORA

小 笠 原 組

ｵ ﾝ ﾜ ｰ ﾄ ﾞ ｴ ｰ ｽ

斎 兵 組

合　　　　計

西仙北地域除排雪
業務共同企業体

伊 藤 土 木

大 曲 舗 装

ｳﾞｧﾘｱｽﾋﾞｼﾞﾈｽ

ｽ ﾉ ｰ ﾜ ｰ ｸ西仙

合　　計

路
線
数

延長 路
線
数

延長 路
線
数

延長 路
線
数

路
線
数

延長
番
号

委託業者名

１級 ２級 その他 路線外

　小型ロータリ（NR322） 80PS 新潟鐵工所 S63 秋田99す57

委　託　業　者　別　除　雪　計　画　路　線　延　長　調　書

単位：ｍ

　凍結防止剤散布車 3t 2.5㎥ いすゞ R5(H21登録) 秋田800は668

新潟鐵工所 H10 秋田99ま5338

　ロータリ（HTR252） 幅2.5ｍ 250PS 日本除雪機 Ｈ8 秋田99ま5226

　小型ロータリ（NR322） 80PS 新潟鐵工所 H6 秋田99ま4744

　ドーザ（WA300） 13t SA コマツ H6 秋田00ま5211

　ドーザ（WA300） 13t SA コマツ H1 秋田00ま4185

　ドーザ（LX-120-2C） 13t SA 日立 H9 秋田00ま5982

　ドーザ（L20） 11t SA TCM H13 秋田000る505

　ドーザ（70ZA-K2） 13t SA カワサキ H14 秋田900る184

　ロータリ（NR30３） 幅2.6ｍ 300PS 新潟トランシス（株） R6 S06-1002 / 秋田900る1858

H30 S30-1001 / 秋田900る1317

　ドーザ（WA200-7Y） 11t SASS コマツ H29 S28-1010 / 秋田900る1237

単　　独

　ドーザ（WDR-H74） 13t SA 日立 H26

　ドーザ（WDR-70C6） 13t SA 日立 H27

秋田00る2938

　ロータリ（JR180-2） 幅2.2ｍ TCM H15 秋田900る254

　ロータリ（NR280） 幅2.2ｍ

　ドーザ（WA270-8Y） 14t SA コマツ R2 S02-1003 / 秋田900る1481

補　　助

(雪寒登録)

　ドーザ（WA270-8Y） 14t SA コマツ R4 Ｓ04-1001 / 秋田900る1655

　ドーザ（WA200-8Y） 11t SA コマツ R2

S27-1001 / 秋田000る3450

　ロータリ（HTR308A） 幅2.2ｍ 380PS NICHIJO H30 S30-1002 / 秋田900る1318

　ドーザ（WA270-8Y） 14t SA コマツ

除　雪　機　械　保　有　調　書

西仙北地域

分　　類 機　械　名 規　　格 会　社　名 配備年度 備　　　考

S01-1006 / 秋田900る1467
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番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

延長

車道 歩道 車道 歩道 車道 歩道 車道 車道 歩道

1 38 91,191 9,709 47 50,210 2,069 493 183,909 1,361 51 4,229 629 329,539 13,139

内訳1 4 4,470 3,459 10 4,544 404 91 33,424 884 7 600 112 43,038 4,747

内訳2 9 23,397 9 14,154 46 29,543 64 67,094

内訳3 10 43,904 6 13,094 63 26,969 79 83,967

内訳4 1 700 20 10,334 21 11,034

内訳5 3 5,916 4 3,241 59 19,996 11 1,109 77 30,262

内訳6 1 500 1 1,015 48 13,632 4 310 54 13,942 1,515

内訳7 4 130 4,700 4 1,800 650 31 7,284 477 4 350 43 9,564 5,827

内訳8 1 1,572 56 13,111 10 660 67 15,343

内訳9 5 11,802 7 7,869 33 17,834 8 590 53 38,095

内訳10 3 2,762 23 4,479 1 70 27 7,311

内訳11 1 200 7 530 5 440 13 1,170

内訳12 1 1,050 1 1,846 16 6,773 1 100 19 8,719 1,050

38 91,191 9,709 47 50,210 2,069 493 183,909 1,361 51 4,229 629 329,539 13,139

藤 澤 技 建

高 勇 組

中仙地域除排雪
業務共同企業体

横 山 建 設

中 仙 建 設

Takamitu

髙 橋 造 園

合　　　　計

豊 成 建 設

中 仙 衛 生 社

伊 藤 康 明

鈴 木 貴 男

仲 周 建 設

寺 田 建 設

秋田88ゆ1066

委　託　業　者　別　除　雪　計　画　路　線　延　長　調　書

単位：ｍ

番
号

委託業者名

１級 ２級 その他 路線外

県払下
　グレーダ（MG500） 幅4.0ｍ 三菱 H25 (H11登録) 秋田000る110

　除雪トラック（KCｰFR） 7t 4WD 三菱 H24 (H7登録)

合　　計

路
線
数

延長 路
線
数

　ドーザ（WA300-3E） 13t SA コマツ H13 秋田000る528

延長 路
線
数

路
線
数

延長延長 路
線
数

単　　独
　ドーザ（LX130-7） 13t SA 日立建機 H14 秋田900る172

　除雪トラック（QDG） 7t 4WD 日野 H25 S24-1004 / 秋田800は911

　凍結抑制剤散布車 3t 2.5㎥ 日野 R4 S04-1003 / 秋田800は1523

S12-0427 / 秋田000る293

　ロータリ（NR-282） 300PS 幅2.6ｍ 新潟トランシス H22 S22-1001 / 秋田900る719

　小型ロータリ（NR-83） 80PS 幅1.3ｍ 新潟トランシス H27 S26-1003 / 秋田900る1073

　ドーザ（WA350） 16t SA コマツ H10 S10-0432 / 秋田00ま6143

補　　助

(雪寒登録)

　ドーザ（WA270-8Y） 14t SASS コマツ R2 S01-1004 / 秋田900る1476

　ドーザ（WA270-8Y） 14t SA コマツ R2

　グレーダ（12M） 幅4.0ｍ 日本キャタピラー H29 S28-1008 / 秋田000る3788

　グレーダ（MG500-S） 幅4.0ｍ 三菱 H12

除　雪　機　械　保　有　調　書

中仙地域

分　　類 機　械　名 規　　格 会　社　名 配備年度 備　　　考

S02-1004 / 秋田900る1482
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番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

延長

車道 歩道 車道 歩道 車道 歩道 車道 車道 歩道

1 33 69,872 3,044 15 17,386 199 392 90,610 252 50 14,669 488 192,537 3,495

内訳1 5 5,220 524 3 2,481 50 11,382 252 6 506 78 19,589 776

内訳2 3 2,520 3 1,827 101 19,589 7 748 114 22,164 2,520

内訳3 10 32,392 3 1,705 72 12,788 19 4,304 116 51,189

内訳4 15 32,260 5 10,482 199 166 46,325 15 5,841 173 94,908 199

内訳5 1 891 3 526 3 3,270 7 4,687

33 69,872 3,044 15 17,386 199 392 90,610 252 50 14,669 488 192,537 3,495合　　　　計

協和地域除雪受託会

協和振興開発公社

協和地域除排雪
業務共同企業体

協 和 土 建

進 藤 建 設

Ｊ Ｓ Ｍ

合　　計

路
線
数

延長 路
線
数

延長 路
線
数

延長 路
線
数

路
線
数

延長

委　託　業　者　別　除　雪　計　画　路　線　延　長　調　書

単位：ｍ

番
号

委託業者名

１級 ２級 その他 路線外

　除雪トラック（KC-CZ53BNH） 10t級 4×4 日産ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ H24(H10登録) 秋田88ゆ1346

県
払下

　ロータリ（NR28A0043） 300PS ニイガタ H23(H11登録) 秋田900る28

　凍結防止剤散布機 車両積込型SH-1000 サイトー H14 秋田100さ3115

　ハンドガイド（KSS22SDD-3） 22PS コマツ H12 100064

　小型ロータリ（HTR82） 80PS 日本除雪機 H12 秋田900る91

　小型ロータリ（HTR141） 幅1.8ｍ 日本除雪機 H2 秋田99ま4005

　ドーザ（CAT0901H） 8t キャタピラ東北 H22 秋田000る2043

　ロータリ（HTR251） 250PS 日本除雪機 H6 秋田99ま4757

　ドーザ（WA300-3E） 13t SA W SS コマツ H10 秋00ま6138

　ドーザ（WA300） 13t SASS コマツ H3 秋田00ま4597

ワドー R1 S01-1001 / 100004

　ドーザ（LX130-7） 13t S汎用 日立建機 H14 秋田000る706

　ドーザ（WA300-3E） 13t SASS コマツ H11 秋田000る67

H28 S28-1002 / 秋田900る1191

　グレーダ（GD032） 4.0ｍ級 コマツ R1 S30-1004 / 秋田000る4246

単　　独

　ドーザ（65ZV-D） 11t 汎用 カワサキ H17

　ロータリ（HTR306） 300PS 日本除雪機 H26

秋田000る1199

　ドーザ（L-27） 13t SASS TCM H15 秋田900る250

　ハンドガイド（KSS22SDD-3） 22PS

　ドーザ（WA136） 14t コマツ R1 S31-1001 / 秋田900る1400

補　　助

(雪寒登録)

　ドーザ（WA200-8Y） 11t SA コマツ R5 S05-1002 / 秋田000る5504

　ドーザ（WA200-8Y） 14t SASS コマツ R5

S26-1001 / 秋田900る1025

　小型ロータリ（HTR85） 幅1.3ｍ 日本除雪機 H26 S24-1005 / 秋田900る998

　ドーザ（WA200-7Y） 11t SASS コマツ

除　雪　機　械　保　有　調　書

協和地域

分　　類 機　械　名 規　　格 会　社　名 配備年度 備　　　考

S05-1003 / 秋田900る1770
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番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

延長

車道 歩道 車道 歩道 車道 歩道 車道 車道 歩道

1 10 17,053 692 19 30,826 517 196 63,746 477 12 2,065 237 113,690 1,686

内訳1 7 2,439 1 395 8 2,834

内訳2 8 15,193 692 13 26,412 517 146 44,094 477 10 1,527 177 87,226 1,686

内訳3 1 1,934 5 1,909 6 3,843

内訳4 1 1,218 1 769 5 2,354 7 4,341

内訳5 2 1,172 5 1,002 7 2,174

内訳6 1 492 6 3,360 7 3,852

内訳7 1 642 5 4,015 1 143 7 4,800

内訳8 1 47 13 3,762 14 3,809

内訳9 4 811 4 811

10 17,053 692 19 30,826 517 196 63,746 477 12 2,065 237 113,690 1,686合　　　　計

高 正 住 建

佐 藤 工 務 店

南外地域除雪受託会

高 強 建 設

エムエム住建

ワ カ バ

伊 藤 組

出 羽 建 設

路
線
数

路
線
数

延長

南外地域除排雪
業務共同企業体

伊 藤 土 木

路
線
数

延長 路
線
数

延長 路
線
数

延長

秋田900る867

委　託　業　者　別　除　雪　計　画　路　線　延　長　調　書

単位：ｍ

番
号

委託業者名

１級 ２級 その他 路線外 合　　計

単　　独

　小型ロータリ（HTR85） 80PS 日本除雪機 H24

秋田00ま5080

　ドーザ（WA300-3E） 13t SA コマツ H9 秋田00ま5960

　ロータリ（NR28B） 300PS 新潟トランシス H16 秋田900る327

　ドーザ（W036） 8t M コマツ H5

秋田000る2702

　ドーザ（WA200-3） 11t SA コマツ H5 秋田00ま5016

　グレーダ（GD605A） 幅3.7ｍ コマツ H13 S13-0424 / 秋田000る494

　ドーザ（WA270-6Y） 13t SA コマツ H25

S06-1001 / 秋田900る1857

　ロータリ（HTR308） 2.2ｍ級 幅2.6ｍ 388PS 日本除雪機 H29 S28-1004 / 秋田900る1255

S31-1002 / 秋田900る1401

　ドーザ（WA270-7Y） 14t SA コマツ H29 S28-1003 / 秋田900る1232

　ロータリ（NR303） 2.2ｍ級 幅2.6ｍ 日本除雪機 R6

S04-1002 / 秋田900る1656

　ドーザ（WA270-8Y） 14t SA コマツ R1

除　雪　機　械　保　有　調　書

南外地域

分　　類 機　械　名 規　　格 会　社　名 配備年度 備　　　考

補　　助

(雪寒登録)

　ドーザ（WA270-8Y） 14t SA コマツ R4

- 23 -



番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

延長

車道 歩道 車道 歩道 車道 歩道 車道 車道 歩道

1 39 40,639 5,296 29 29,751 274 91,502 267 104 9,129 446 171,021 5,623

内訳1 11 14,473 8 10,604 54 21,997 5 370 78 47,444

内訳2 6 5,399 8 7,608 105 30,021 4 402 123 43,430

内訳3 2 948 4 1,581 62 17,617 66 3,335 134 23,481

内訳4 19 19,577 5,356 6 7,524 42 16,023 267 29 5,022 96 48,146 5,623

内訳5 1 242 3 2,434 11 5,844 15 8,520

39 40,639 5,356 29 29,751 274 91,502 267 104 9,129 446 171,021 5,623合　　　　計

大 滝 建 設

進 藤 産 業

平成地水工業

仙 北 建 設

路
線
数

路
線
数

延長

仙北地域除排雪
業務共同企業体

仙 建

路
線
数

延長 路
線
数

延長 路
線
数

延長

2.5ｍ3 三菱 R2(H15登録)

委　託　業　者　別　除　雪　計　画　路　線　延　長　調　書

単位：ｍ

番
号

委託業者名

１級 ２級 その他 路線外 合　　計

いすず H11 秋田800は37

秋田800は303
県払下

　グレーダ（5GA） 幅4.0ｍ 三菱 H29(H11登録) 秋田000る96

　凍結防止剤散布車

S15-0430 / 秋800は309

秋田000る1463

　グレーダ（GD705A4） 幅4.0ｍ コマツ H9 秋田00ま5970単　　独

　ドーザ（WA200） 11tM（汎用） コマツ H25 S24-1003 / 秋田000る2683

　ドーザ（70ZV） 13t SASS カワサキ H18

　小型ロータリ（JR-60-2A） 80PS TCM H17 秋田900る393

　除雪トラック（KC-CVS81J2） 7t

　ロータリ（JR180-3） 250PS TCM H24 S24-1001 / 秋田900る865
補　　助

(雪寒登録)

　ドーザ（WA200-8Y） 11t M コマツ R2 S01-1007 / 秋田900る1463

　ドーザ（WA200） 11t SASS コマツ R1

　小型ロータリ（HTR86） 1.3ｍ級 80PS 日本除雪機 H29 S29-1002 / 秋田900る1254

　除雪トラック（KL-CVS81J4） 7t いすず H15

除　雪　機　械　保　有　調　書

仙北地域

分　　類 機　械　名 規　　格 会　社　名 配備年度 備　　　考

S30-1005 / 秋田000る4243
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番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

延長

車道 歩道 車道 歩道 車道 歩道 車道 車道 歩道

1 24 42,191 8,573 14 16,722 445 143,457 2,722 28 2,091 511 204,461 11,295

内訳1 8 15,004 3 3,266 23 11,459 34 29,729

内訳2 8 18,956 4,389 6 9,784 69 30,967 792 3 162 86 59,869 5,181

内訳3 4 7,671 292 204 59,654 12 1,189 220 68,806

内訳4 1 4,184 2 1,644 106 19,616 1,930 13 740 122 22,000 6,114

内訳5 1 160 2 1,636 26 14,038 29 15,834

内訳6 3 873 3 873

内訳7 2 400 1 100 14 6,850 17 7,350

24 42,191 8,573 14 16,722 445 143,457 2,722 28 2,091 511 204,461 11,295合　　　　計

佐 藤 建 設

加 昭 興 業

東 伸 工 業 所

高 橋 架 設

路
線
数

路
線
数

延長

太田地域除排雪
業務共同企業体

高 禮 建 設

路
線
数

延長 路
線
数

延長 路
線
数

延長
番
号

委託業者名

１級 ２級 その他 路線外 合　　計

大 清 重 機

高 橋 建 材

秋田900る20

　凍結抑制剤散布機 2t 1.0ｍ3 いすゞ - 秋田45ち7296

委　託　業　者　別　除　雪　計　画　路　線　延　長　調　書

単位：ｍ

単　　独
　小型ロータリ（NR-80） 80PS 幅1.3ｍ ニイガタ H11

秋田000る529

　小型ロータリ（JR60-2） 歩道用 幅1.3ｍ TCM H16 秋田900る318

　除雪トラック（QDG-CF5XL） 7t級 4WD ＵＤトラックス H29 S28-1005 / 秋田800は1169

　ドーザ（70ZA） 13t SA W-SS 川崎重工業 H13

S17-0425 / 秋田900る382

　小型ロータリ（NR3C） 1.3ｍ級 幅1.5ｍ NIIGATA H30 S30-1003 / 秋田900る1344

S27-1002 / 秋田000る3451

　グレーダ（GD675-6） 4.0ｍ級 コマツ R5 S05-1001 / 秋田000る5419

　ロータリ（JR180-2） 250PS 幅2.2ｍ級 TCM H17

S03-1001 / 秋田900る1552

　ドーザ（WDR-H74） 13t SASS 日立建機日本 H27

除　雪　機　械　保　有　調　書

太田地域

分　　類 機　械　名 規　　格 会　社　名 配備年度 備　　　考

補　　助

(雪寒登録)

　ドーザ（WA270-8Y） 14t SA コマツ R3
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大 仙 市 除 雪 基 本 計 画 
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